
 

 
平成 23 年５月 26 日 

各  位 
会 社 名   株式会社角川グループホールディングス 
代 表 者   代表取締役社長 佐藤 辰男      

（コード番号：９４７７ 東証一部） 
問 合 せ 先    取締役統括マネジャー         

松原 眞樹      
（TEL.03-3238-8710） 

会 社 名   株式会社ドワンゴ           
代 表 者   代表取締役社長 小林 宏       

（コード番号：３７１５ 東証一部） 
問 合 せ 先   執行役員コーポレート本部長       

 松本 康一郎     
（TEL.03-3664-5477） 

 
株式会社角川グループホールディングスと株式会社ドワンゴの 

資本提携に関するお知らせ 
 
株式会社角川グループホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤辰男、

以下角川ＧＨＤ）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 宏、以下
ドワンゴ）は、本日、資本提携を実施することで合意しましたので、下記の通りお知らせいたし

ます。 
記 

 
１．資本提携の目的 
   角川ＧＨＤ及びそのグループ会社は、書籍、コミック、映画、アニメ、情報誌、ゲームな 
  どのエンタテインメント・コンテンツを様々なメディアを通じて提供する総合メディア企業 
  であり、ドワンゴは、ゲームシステムの開発・運用を通じて培った高度なネットワーク技術 
と、エンタテインメント性を融合させたサービスを、携帯電話や「ニコニコ動画」など様々 
なメディアを通じて提供するサービス・プロバイダーであります。 

    ネットワーク上におけるコンテンツサービスは、ユーザーニーズの変化がより速く多様化

し、またグローバルでの競争が激しくなっており、ユーザーニーズに合致した付加価値の高

いコンテンツや新規サービスを、迅速に提供していくことが求められています。このような

観点から、両社は平成 22 年 10 月 28 日に業務提携契約を締結し、以下の業務提携を進めて

おります。 
① 角川グループの電子書籍プラットフォーム「BOOK☆WALKER」と「ニコニコ動画」で
新たに提供される電子書籍ビューワ「ニコニコビューワ」の連携 



 

② 角川グループのコンテンツを配信する公式チャンネルを「ニコニコ動画」内に設置 
③ その他イベントの共同実施や関連コンテンツの配信 
今般、角川ＧＨＤとドワンゴの間で協議した結果、業務提携を今後も確実に推進していく

に当たり、両社間で安定した信頼関係を構築するため、両社がお互いの株式を保有する形で

の資本提携が必要であるとの判断に至り、本日、資本提携契約を締結することで合意いたし

ました。 
 
２．資本提携の内容 

角川ＧＨＤが保有する自己株式 730,000 株（発行済株式数の 2.68％、総額 17億 1,696 万円）

を第三者割当の方法によりドワンゴに割当て、同社が角川ＧＨＤの株式を取得します。 

同時に、ドワンゴが保有する自己株式及び同社が発行する新株の合計 16,800 株（資本提携

実施前の発行済株式数の 8.48％、総額 30 億 1,728 万円）を第三者割当の方法により角川ＧＨ

Ｄに割当て、同社がドワンゴの株式を取得します。 

 （角川ＧＨＤによるドワンゴに対する第三者割当、ドワンゴによる角川ＧＨＤに対する第三者割当の詳細につ 

きましては、両社がそれぞれ別途公表するリリースをご参照下さい。） 

 

３．資本提携の日程 
  角川ＧＨＤ及びドワンゴの取締役会決議       ：平成 23 年５月 26日 

  角川ＧＨＤ及びドワンゴによる資本提携契約書締結  ：平成 23 年５月 26日 

  角川ＧＨＤ及びドワンゴによる第三者割当の払込期日 ：平成 23 年６月 13日（予定） 
 

４．当事会社の概要 
（１）商号 株式会社角川グループホールディングス 株式会社ドワンゴ 

（２）主な事業内容 出版・映像を中心とするエンタテインメント

事業を営む会社の株式を所有し統括する 

持株会社 

携帯電話向けコンテンツの企画・開発・運

営、動画投稿共有サービスの運営等 

（３）設立年月日 1954 年 4月 2日 1997 年 8月 6日 

（４）本店所在地 東京都千代田区 東京都中央区 

（５）代表者の氏名 代表取締役社長 佐藤 辰男 代表取締役社長 小林 宏 

（６）資本金 26,330百万円 10,072百万円 

（７）決算期 3 月 31 日 9 月 30 日 

  注）両社それぞれの概要につきましては、角川ＧＨＤは 2011 年 3 月 31 日現在、ドワンゴは 2010 年 9 月 30

日現在のものです。 

  
以 上 


